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新
旧
対
照
表 

○
千
葉
県
都
市
計
画
事
業
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
保
留
地
の
処
分
に
関
す
る
規
則 

 

新 

旧 

（
契
約
書
の
作
成
等
） 

（
契
約
書
の
作
成
） 

第
二
十
九
条 

知
事
は
、
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
契
約
書
を
作
成
し
、
買
受
者
と
と
も
に
当
該
契
約
書
に
記
名
押
印

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
九
条 

知
事
は
、
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
契
約
書
を
作
成
し
、
買
受
者
と
と
も
に
当
該
契
約
書
に
記
名
押
印
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

契
約
の
目
的 

一 

契
約
の
目
的 

二 

契
約
金
額
及
び
そ
の
支
払
の
方
法 

二 

契
約
金
額
及
び
そ
の
支
払
の
方
法 

三 

契
約
保
証
金 

三 

契
約
保
証
金 

四 

契
約
の
履
行
期
限 

四 

契
約
の
履
行
期
限 

五 

契
約
違
反
の
場
合
の
措
置 

五 

契
約
違
反
の
場
合
の
措
置 

六 

分
納
の
場
合
の
方
法 

六 

分
納
の
場
合
の
方
法 

七 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

七 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

２ 

前
項
の
契
約
書
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方

式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作

ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
買
受
者
と
と
も
に
電
子
署
名

（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

 
 

 
 

 
 

附 

則
（
令
和
六
年
三
月
二
十
九
日
規
則
第
四
十
号
） 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


